
 

 

 

4．植栽現況 

(1) 植栽の概況 

  平成 27 年度に行った岡崎公園の樹木調査では、高木は約 1,500 本となっ

ており、その構成は落葉樹が 44 種（60％）、常緑樹が 43 種（40％）であり、

落葉樹がやや優先している。種類別では、ソメイヨシノが全体の 22％と最

も多く、次にイロハモミジが 16％、クロマツ 8.9％、ヤブツバキ 6.2％、ム

クノキ 5.8％、イチョウ 5.4％、クスノキ 3.5％と続いている。 

低木類は約 4,100 株を数え、その中で常緑樹が 31種（70％）、落葉樹が 10

種（30％）と種類並びに本数も常緑樹が優先している。種類別に見るとツツ

ジ類（ヒラドツツジ、リュウキュウツツジ等）が 53.6％と全体の半数を占

め、ユキヤナギ 10.8％、カンツバキ 6.5％と続いている。 

上記の高木の上位 7 種の現在の主な植栽位置については、以下のような状

況になっている。 

最も多いソメイヨシノは「市の花」として愛される観光資源でもあり、主

に坂谷曲輪、白山曲輪、総構えの伊賀川沿い、菅生曲輪の菅生川（乙川）堤

防沿い、二の丸の国道 1 号線沿いのものが花見客の利用に供している 

 イロハモミジ、ムクノキ、ヤブツバキは本丸や持仏堂曲輪の清海堀の石垣

や土塁に多く見られる。イロハモミジは風呂谷曲輪の石垣にも生え、その根

が石垣に影響を及ぼしている。 

 クロマツは、本丸や持仏堂曲輪、風呂谷曲輪には多くの大木が存在し歴史

的景観を形成しているが、石垣に影響を及ぼしているものもある。坂谷曲輪

でもクロマツの大木がイロハモミジとあいまって良い雰囲気を醸し出してい

る。二の丸では樹形を仕立てた観賞用のクロマツが見られる。 

 イチョウは、菅生曲輪の多目的広場の南側の並木、二の丸からくり時計の

背後にあるシンボル樹を始め、坂谷曲輪の南の広場や二の丸の西側下の土塁

及びその周辺にイチョウ林として存在している。 

クスノキは、東曲輪駐車場入口のシンボル樹、坂谷曲輪の産湯の井戸周辺 

のものなど比較的自然樹形が保たれている。また神橋の 2 本の大木や旧坂谷

門の石垣の 2 本のクスノキは立派であるが石垣に影響を及ぼしているため対

処を要する。 

 

 なお、曲輪毎の詳細な植栽現況については、植栽管理方針において記述し

た。 
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（2）植栽本数の集計 

   岡崎公園植栽管理計画基本方針報告書（平成 30 年度）の調査で、公園

内の植栽樹種、本数、立地場所、不良木等が曲輪毎で集計されている。こ

こでは、その後に伐採されたものも含めた集計表を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 岡崎公園（高木）　曲輪別立地特性集計表 （単位：本）

　
本
丸

　
持
仏
堂
曲
輪

　
風
呂
谷
曲
輪

　
坂
谷
曲
輪

　
二
の
丸

　
東
曲
輪

　
菅
生
曲
輪

　
隠
居
曲
輪

　
三
の
丸

　
備
前
曲
輪

　
白
山
曲
輪

　
総
構
え

計

構
成
比

（
％

）

1 堀底（空堀） 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.2%

2
堀（堀底）に続く
土塁、法面

109 113 2 12 35 0 9 0 0 0 0 0 280 21%

3
堀底に続く石垣、
及び石垣天端

23 39 14 11 3 3 26 13 0 0 0 0 132 10%

4
石垣に続く土塁、
法面

0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1%

5 平坦部に続く法面 20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2%

6 曲輪内、通路沿い等 72 53 38 214 194 4 127 46 0 0 63 86 897 66%

計 ( A) 224 224 56 237 232 7 162 59 0 0 63 86 1,350 100%

16.6% 16.6% 4.1% 17.6% 17.2% 0.5% 12.0% 4.4% 0.0% 0.0% 4.7% 6.4% 100.0%

立地特性

全本数に対する構成比（％）

10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 岡崎公園（高木）　曲輪別不良木集計表

　
本
丸

　
持
仏
堂
曲
輪

　
風
呂
谷
曲
輪

　
坂
谷
曲
輪

　
二
の
丸

　
東
曲
輪

　
菅
生
曲
輪

　
隠
居
曲
輪

　
三
の
丸

　
備
前
曲
輪

　
白
山
曲
輪

　
総
構
え 計

構
成
比

（
％

）

枯損樹木 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 6 1 13 6%

石垣損傷樹木 23 39 14 11 3 3 4 13 0 0 0 0 110 47%

外来種樹木 4 3 2 16 44 0 30 6 0 0 5 0 110 47%

計 (B) 29 42 18 27 48 3 35 19 0 0 11 1 233 100%

12.9% 18.8% 32.1% 11.4% 20.7% 42.9% 21.6% 32.2% 0.0% 0.0% 17.5% 1.2% 17.3%
当該曲輪における不良木の

構成比（％）
B/A

byte 
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 (3) 岡崎公園植栽管理業務水準書 

 現況における植栽維持管理は、指定管理者制度により維持管理されている。

具体の維持管理業務の内容は、以下に示す岡崎公園業務水準書(平成 30 年 6

月)に基づき実施されている。植栽維持管理業務としての目的、業務の対象

範囲、業務仕様及び要求水準は以下の通りである。 

 以下、業務水準書より植栽管理にかかわる部分を抽出した。 

 

岡崎公園植栽管理業務水準書（1/9） 
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岡崎公園植栽管理業務水準書（2/9） 
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岡崎公園植栽管理業務水準書（3/9） 
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岡崎公園植栽管理業務水準書（4/9） 
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岡崎公園植栽管理業務水準書（5/9） 
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岡崎公園植栽管理業務水準書（6/9） 

別紙 14 五万石ふじ管理要綱 
１ 消毒 

(1) 対象木の樹種及び病害虫の発生状況に応じた薬剤・薬量及び作業日時の選定

をする。 

薬剤・薬量について、必ず市の承認を受けたものを使用すること。 

(2) 作業実施の結果、効果の出なかった場合には、再度適切な薬剤・薬量及び作

業日時を選定し、実施すること。 

(3) 作業に入る前に、予告看板設置等をして周辺住民及び来園者へ作業日時を周

知させること。 

(4) 住宅地等における農薬使用について（平成２５年４月２６日付け２５消安第

１７５号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知）を遵

守すること。 

２ 剪定（冬季） 

(1) 込み入った枝、病気の後のある枝、強く伸びた枝、立ち枝などから整理し、

切り戻す枝は、枝の分岐点や芽のすぐ上で、また間引く枝は付け根から切

り取ること。 

(2) 夏の剪定で切り残した枝で花芽のないものは、芽の方向を見定めて短く切り

戻すこと。 

(3) 五万石ふじのつるの適切な誘引を行い必要に応じて結束し直すこと。不要な

ノダフジのつるは切り詰める。ただし、株元からの伐採は不可とする。 

(4) 花芽をできるだけ落とさないように剪定すること。 

(5) 枝の誘引は棚全体に均一に配分されるように行い、結束の点検をすること。

時間が経過している枝は結束のし直しを行い、枝を下げること。 

(6) コブ病がでているものは切り取ること。乾燥した晴天時に行い、使用する器

具の滅菌処理等に気を配ること。 

(7) 枝切りについては、切り口から腐食しないように注意するとともに、大きな

切り口には必ずつぎろう又は薬剤の塗布をすること。 

(8) 剪定枝は市クリーンセンターにて焼却処分とする。 

３ 軽剪定（夏季、秋季） 

(1) やご、ひこばえを付け根からかきとる。長く伸びたつるは３～４節残して枝

先を摘み取ること。 

(2) 五万石ふじのつるの伸長を図り適切な誘引をすること。ノダフジのつるはで

きるだけ短く切り詰める。ただし、株元からの伐採は不可とする。 

(3) 日差しが全体に行き届くように立ち枝を剪定し、込み入った枝葉を間引くこ

と。実施後は地面に木洩れ日が射すくらいが望ましい。 

(4) 花芽形成前の６月上旬までに 1 回目の作業を終えること。 

(5) 必要があれば、立ち枝の誘引を行うこと。 

(6) 剪定枝は市クリーンセンターにて焼却処分とする。 

(7) 害虫の卵又は若齢幼虫群の発生した枝葉も切り取ること。 

４ 土壌改良 

 (1) 平面図に記した指定木の株元（半径３m の同心円状）の土壌改良を行う。  

 (2)  当該区画について、極力根を傷めないよう掘削用作業道具としてスコップ

や備中鍬等を使用せず、小型の道具（小型の道具とは、草かき（1 本爪）、

マイナスドライバー、移植ゴテ、小型ツルハシ、剪定鋏など）を使用し表

層土の１０cm 程度の打ち起こしを行う。 指定された土壌改良材を混合し

埋め戻しする。 
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岡崎公園植栽管理業務水準書（7/9） 

   (3) 秋以降の閑散期に実施し、施工した箇所は経過を観察する。 

５ 固形肥料施肥 

   (1) 材料及び使用量について、必ず市の承認を受けたものを使用すること。 

   (2)  施肥量 緩効性化成肥料 Ｎ：Ｐ：Ｋ : 苦土＝10：10：10 : 1 0.1kg

／m2 

   (3)  施用法 根元より半径 3ｍの範囲内に散布 

６ 液肥散布 

  (1) 材料及び使用量について、必ず市の承認を受けたものを使用すること。 

   (2)  施肥量 液肥 Ｎ：Ｐ：Ｋ＝2：8：7 1.6kg／100m2 

   (3)  施用法 根元より半径 3ｍの範囲内に散布 

７ 発根促進剤散布 

  (1) 材料及び使用量について、必ず市の承認を受けたものを使用すること。 

   (2)  施用量 各液 0.67 ㍑／100m2 

   (3)  施用法 根元より半径 3ｍの範囲内に２～３回に分けて散布 

８ 花がら摘み 

(1) ５月：花が終わった後、花がらを全部摘み取ること。結実前に行うこと。

(2)  五万石ふじの播種用種子を得るため、必要に応じて花芽を残すこと。部 

位、数量については市と協議すること。 

(3) 市クリーンセンターにて焼却処分すること。 

９ 花芽摘み 

(1) ３月：花芽が 70～80 芽／m2（3 芽／枝）となるように摘み取ること。 

(2) 花房が重なり合わないよう花芽を摘み取ること。 

(3) 市クリーンセンターにて焼却処分すること。 

１０ 保護剤塗布 

   (1) 材料及び使用量について、必ず市の承認を受けたものを使用すること。 

(2) 施用量 0.5 ㍑／本 

(3) 施用法 直接、樹木の切り口・傷口に塗布すること。 

１１ 除草 

 (1) 草の生育時期に合わせて、早めの除草に心掛け、時期を逸することのな 

いように実施すること。 

   (2) 雑草が繁茂し修景を悪化させないように、常時パトロールし、適期に作 

業を実施すること。 

   (3) 市クリーンセンターにて焼却処分すること。 

１２ 灌水 

  (1) 日照り等により灌水が必要な場合、市の指示により灌水を行うものとす

る。 

１３ 清掃 

  (1) ゴミのほか、石、土砂など不必要なものはすべて取り除く。 

(2) 側溝清掃は指定した部分を年間２回行うこと。落ち葉等は市クリーンセ

ンターに搬入すること。また土砂等は、良質な場合は付近の広場等に敷

均し、腐植土等は川田緑地に搬出し敷均すこと。敷均し場所については、

市と協議し、場所を選定すること。 

 

18



 

 

 

岡崎公園植栽管理業務水準書（8/9） 

１４ 雑工 

 (1) 毎月２回以上はパトロールを実施し、枯木・傾木・支柱の破損などの危

険箇所や、枝の伸び過ぎ・やご・胴吹きなどの好ましくない状況の発見

に努め、また発見した場合には、請負者の責任において応急処置をする

とともに、市に連絡をし、指示を受けること。 

(2) パトロールの結果については、パトロール結果報告書に記載すること。

また、急を要する事柄については、前号の処置をしたうえでその旨をパ

トロール結果報告書に記載すること。 

１５ 施工上の注意  

(1) 各作業時には、看板・保安設備を設置し、来園者を誘導すること。 

１６ 提出書類 

(1) 業務写真 

①業務写真の提出に関して、原則、電子納品とする。 

②｢愛知県電子納品運用ガイドライン(案)｣及びその中に示す各種要領・

基準に基づき作成し、国土交通省の「電子納品チェックシステム」に

よるチェック結果と共に提出するものとする。国土交通省ＣＡＬＳ

『 電 子 納 品 チ ェ ッ ク シ ス テ ム 』 ⇒ http://www.cals-

ed.go.jp/index_dl.htm 

③前期・後期各１部（CD 又は DVD 複数枚でも可）を提出すること。 

④担当区域全体を網羅できるだけの撮影箇所数を選定すること。（愛知

県建設部工事標準仕様書／写真管理基準／維持修繕工関係による） 

⑤業務写真の整理方法等について、下記の点に留意すること。 

1.工事情報･･･国土交通省・工事管理情報記入例（平成 16年 6月）によ

る。 

2.フォルダ作成･･･設計図書の内容に合わせて作成する。 

【大分類】名称：その他 

【写真区分】公園管理業務 

【工種】例：除草工 

【種別】例：公園名 

【細別】例：施工回数（○回目）又はアベリア（○回目） 

【撮影箇所】例：Ｎo.1 

【写真タイトル】例：着手前、完了、作業状況 

3.写真の解像度等について、「愛知県運用マニュアル（平成 18 年 3

月）」によるものとする。 

4.業務写真のビューアソフトの添付について、市と協議するものとす

る。 

5.写真撮影箇所が写真のみで確認できるよう、必ず背景を含めた写真

を提出すること。 

(2) 業務施工計画書、材料使用承認願いを業務に先立ち提出すること。 

(3) 工程表（進捗状況管理表）、パトロール結果報告書、薬剤散布予定表、

出来高報告書、作業日報（業務記録）、一般廃棄物一覧表、安全訓練

実施報告書、段階・状況立会確認書は、所定の用紙（A4）を用い、表

紙を付け、左綴じにしたのち、業務名を記したファイルにとじて提出

する。 
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岡崎公園植栽管理業務水準書（9/9） 

(4) 報告書 

   ①樹木医に相談し、藤の状況を診断し、報告書にまとめ提出すること。報

告書の提出時期は 9 月及び 1 月の計 2 回とする。 

   ②樹木医による藤の管理計画についての提案を報告書により提出すること。 

１７ 管理技術者の配置 

（1）樹木の管理業務を適切に管理するため、管理技術者を届け出るものとする。

管理技術者に必要な資格は以下のいずれかとする。 

①技術検定合格者（１級又は２級）造園施工管理技士 

②技術士2次試験合格者 建設部門、林業部門（「林業」又は「森林土木」） 

③技能検定合格者（１級又は２級） 造園（２級は合格後１年以上の実務経 

験が必要） 

１８ その他 

(1) 年間管理の趣旨を理解し、年間を通じて担当区域の美化と樹木の生育に努

めること。 

(2) 業務に起因して事故等が発生することがないよう作業中、平常時を問わず

安全管理に努めること。 

(3) 本別紙に無い事項は、愛知県建設部標準仕様書を適用する。 

  

20



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡崎公園植栽管理区域図(管理水準書より抜粋) 
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(4) 管理者ヒアリング 

 植栽維持管理状況について、維持管理当事者である指定管理者にヒアリン

グを行った。以下に議事録を添付する。 
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